
  

 

  

 

 

 

青空の下、全力で頑張った親子運動会 

園長 宮﨑 直人 

 朝晩の風が冷たく感じられるようになってきました。気持ちのよい秋晴れの日には、子供

たちは外で元気よく遊んでいます。 

１１月２日に決勝戦が行われる「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会」では、日本代表

がベスト８という輝かしい成績を残しました。ラグビーの素晴らしさを改めて感じた方も多か

ったのではないでしょうか。 

ラグビーの用語として、「One for all, All for one」という言葉があります。これは、「一

人は皆のために、皆は一つの目的のために」という意味です。選手たちが、仲間を信頼し、「仲

間のために」という思いでプレーしていることが、見ていて感動する理由の一つであると思い

ました。「一つの目的のために、一人一人がそれぞれの役割をきちんと果たし、仲間のために

頑張る。」ことは、幼稚園においても、とても大切なことです。「チーム赤羽の先生方一人一人

が、子供たちのために、それぞれの役割をきちんと果たしながら、目的に向かって機能し、互

いに尊敬し合い、支え合うこと」、「赤羽幼稚園の園児たち一人一人が、周りの人たちのことを

大切にして、支え合うこと」ができるよう、これからも教育活動を進めてまいります。ご支援・

ご協力をよろしくお願いいたします。 

さて、１０月５日（土）は、すっきりと晴れ渡った青空の下、「親子運動会」を行いました。

子供たちは、とても張り切って、全力で演技や競技を行いました。保護者の方や地域の皆様か

らたくさんの声援をいただいたことで、とても活気のある運動会になったと思います。ご参

加・ご協力をありがとうございました。 

ゆり組のリズム「風をまきおこせ」では、子供たちが６色のチームに分かれて、風の動きや

ポーズを考えました。それぞれの色の工夫した動きをご覧いただけたのではないかと思います。

ウェーブもかっこよく決まりました。 

また、リレーを走る姿は、とても迫力がありました。どの子も全力で頑張っていて、さすが

ゆり組だなと思いました。 

さくら組のリズム「魔法で変身！さくら組忍者」では、子供たちが忍者になりきって踊りま

した。しのび足で歩く姿や、魔法の忍術で変身する姿などをご覧いただくことができたのでは

ないかと思います。 

子供たちは、運動会が終わってからも、運動会の余韻を楽しむように踊ったり走ったりして

います。 

運動会の開催に当たり、赤羽小学校の教員も大勢協力してくれました。また、保護者の皆様

には、会場の準備や片付け、競技への参加など、様々なご協力をいただき、本当にありがとう

ございました。 

１０月９日（水）には、「芋掘り遠足」に行ってきました。サツマイモを掘るのは、少し大

変だったようですが、土を掘るたびに出てくる大きなサツマイモに、皆とても喜んでいました。

収穫がたくさんあったので、運ぶのは重かったようですが、「とても楽しかった。」と口々に話

をしていました。サツマイモは、今年は、「ふかし芋」にしていただきました。 

サツマイモと一緒に持ち帰ったダイコンは、みそ汁に入れて食べました。皆「美味しい！」

と大喜びで食べていました。 

む く の き だ よ り       
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また、１０月１６日（水）は、「ひよこっこシアター」、「幼稚園説明会」、「バザー」が開か

れました。未就園児や地域の方が大勢来園してくださり、赤羽幼稚園の温かな雰囲気やチーム

ワークのよさを感じていただく機会になったと思います。 

 １１月も、まちぐるみ運動会への参加や小学校の音楽会リハーサル鑑賞、上野公園への遠足

を予定しています。様々な取組を通して、教育活動を充実させていきます。引き続き、ご支援・

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運動会で見た 5 歳児の踊りを再現する 4 歳児   忍者で遊ぶ 4 歳児、手裏剣を投げる新しい修行 

               

 

 

 

 

 

 

 

芋を洗う 5 歳児「明日食べるの楽しみ！」     誕生会のお楽しみ 「みんなでゲーム」 

                    

児童虐待防止推進月間 

 

１１月は、児童虐待防止推進月間です。児童相談所への児童虐待に関する相談件数が年々増加の一途をた

どっており、重大な児童虐待事件が後を絶たないなど、依然として深刻な社会問題となっています。 

児童虐待防止法には、虐待行為の内容として、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト（保護の怠慢）

及び④心理的虐待の４種が定められています。 

幼稚園の教職員は、日頃から子供たちに接する立場及び子どもの教育的指導に当たる機関としての立場か

ら、児童虐待の防止等のために適切な役割を果たすよう、早期発見の努力義務や関係機関への通告義務など

の役割が課されています。（児童虐待防止法 第５条 第６条） 

本園におきましても、児童虐待防止法に基づき、児童虐待があると思われるとき 

は、速やかに港区子ども家庭支援センターや児童相談所等に通告するととともに、 

関係機関と連携し、対応してまいります。 


